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これまでの取組（平成２８年度パイロット事業）
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これまでの取組（平成２９年度パイロット事業）
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これまでの取組（平成３０年度コンサルティング事業）

宵積み・朝積み・着時間の後ろ倒しで休息期間確保 鹿児島県
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【参考】「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に
向けたガイドライン」について

トラック運送事業における取引環境の改善及び長時間労働の抑制に取り組むため、厚生労働省
、国土交通省、学識経験者、荷主、トラック運送事業者等により構成される「トラック輸送に
おける取引環境・労働時間改善協議会」を設置。

荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業につ
いて、平成２８年度及び２９年度の２か年度にわたって４７都道府県で１０２事業を実施。

パイロット事業で得られた長時間労働改善等の知見をガイドラインとして取りまとめ。

関係省庁と連携し、ガイドラインの横展開を図る。

長時間労働改善等に向けた対応例

【対応例 １】 予約受付システムの導入

【対応例 ２】 パレット等の活用

【対応例 ３】 荷主からの入出荷情報等の事前提供

【対応例 ４】 幹線輸送部分と集荷配送部分の分離

【対応例 ５】 集荷先や配送先の集約

【対応例 ６】 運転以外の作業部分の分離

【対応例 ７】 出荷に合わせた生産・荷造り等

【荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン】
http://www.mlit.go.jp/common/001260158.pdf （国土交通省ホームページ） 4



【参考】荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けた
ガイドライン（加工食品、建設資材、紙・パルプ（洋紙板紙・家庭紙）物流編）について

１．ガイドライン策定の経緯
• トラック運送業においては、ドライバー不足が大きな課題となっており、トラック
運送事業者、発着荷主等の関係者が連携して、取引慣行上の課題も含めてサプライ
チェーン全体で解決を図っていくことが必要。

• 一方、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性に違いがあるところであり、輸送品
目別に検討を行うことが効果的。

• このため、荷待ち件数が特に多い加工食品、建設資材、紙・パルプの各分野の物流
について、課題の抽出を図るとともに、トラック運送事業者及び発着荷主が参画し
て長時間労働の改善を図るため懇談会を設置。懇談会の検討の成果としてガイドラ
インを策定。

２．ガイドラインの構成

【まえがき】
• ガイドライン策定の経緯とトラック運送事業の現状
（１）今後のトラック運送事業の見通し、（２）トラック運送事業を取り巻く制度面の変遷、
（３）トラック運送事業の健全な発展に向けて

【本編】
• 輸送品目別物流における現状・課題、解決の方向性の整理
• 取引環境と長時間労働の改善に向けた具体的な取組み事例等

【あとがき】
• 輸送品目別物流における今後の取組みの方向性
• おわりに（サプライチェーン関係者へのメッセージ）

加工食品物流編

紙・パルプ(洋紙・板紙分野)物流編

建設資材物流編

紙・パルプ(家庭紙分野)物流編5



令和元年度の鹿児島県地方協議会について

◯荷待時間が長い３分野について、懇談会を開催。
・加工食品、建設資材、紙・パルプ（洋紙・板紙部門）、（家庭紙部門）
→（H30年度）課題の洗い出しや解決の方向性のイメージの共有化。
→（R１年度）各懇談会での議論を踏まえて具体的な解決方策を見いだしていく。

中央協議会における検討

令和元年度の「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」の実施事項について
（令和元年８月９日付 厚労省労働条件政策課長、同監督課長、国交省貨物課長 通達）

中央で開催している３つの「対象輸送分野」の中から検討するテーマを一つ以上選定
地方協議会における検討

地方では、対象輸送分野の輸送需要は少ない。
⇒ 鹿児島では青果物輸送の需要が多い

対象輸送分野のうち、もっとも鹿児島県の輸送の実態に近い「加工食品」を参考としながら、
次年度に向けて「青果物」輸送についての課題の掘り起こしを行う。

しかしながら
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【参考】平成２７年トラック輸送状況の実態調査（鹿児島県）

「農水産品」は、１運行の拘束時間が
長く、手持ち時間が長い
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令和２年度の鹿児島県地方協議会について

◯昨年度に引き続き、協議会とのに対象輸送分野（地域における課題のある輸送分野、過去の
実証実験のフォローアップ対象の輸送分野、荷待ち時間に課題のある『加工食品、建設資材、紙
・パルプ、飲料・酒、生鮮食品）の輸送分野の議論を深化する。
◯一部の地方協議会においては、実証実験を実施。

今年度の重点取組事項について

令和２年度の「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」の実施事項について
（令和２年８月７日付 厚労省労働条件政策課長、同監督課長、国交省貨物課長 通達）

鹿児島県地方協議会における取組
◯昨年度からの継続課題である輸送分野 「青果物」輸送において、今年度は「馬鈴薯」輸送の
実証実験を実施。
◯過去の実証実験のフォローアップ対象の輸送分野「鶏卵」輸送の実証実験を実施。

重点取組事項のPDCAについて
◯今年度の重点取組事項が、令和６年度から適用される時間外労働の上限規制に向けて効
果的な取組となるよう、各地方協議会の取組について、ＰＤＣＡサイクルによる継続的な改善
を行うこと。（ＰＤＣＡは指定の様式により、令和３年４月末日までに本省自動車局貨物課
へ報告。

※今年度からの新たな取組
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